
最高裁秘書第777号

令和3年3月19日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

最高裁判所事務総長中村 ﾙ'1

司法行政文書開示通知書

2月26日付け（3月1日受付，第020998号）で申出のありました司法行

政文書の開示について，下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

1 開示する司法行政文書の名称等

既済事件一覧表（片面で6枚）

2 開示しないこととした部分とその理由

1の文書には，個人識別情報（当事者の氏名等） ，公にすることにより法人等

の権利，競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある情報（法人等の名

称等）及び公にすることにより裁判事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあ

る情報が記載されており， これらの情報は，行政機関情報公開法第5条第1号，

第2号イ及び第6号に定める不開示情報に相当することから， これらの情報が記

載されている部分を開示しないこととした。

3 開示の実施方法

写しの送付

担当課秘書課（文書室） 電話〔)3 （3264） 5652 （直通）



日付：令和3年3月4日

ページ: 1/6既済事件一覧表 集計期間 令和3年1月1日～ 令和3年1月31日

霞正告人 一「備考 憲法少数
一

□｜□

終局区分

判決(破棄･差戻）

主拝圃害官 事件番号

鷹野旭 ｜令元年(受)第''66号

上告受理

R2．10．13

終局日

R3．1．12

法廷 主任裁判官

第3小法廷|戸倉三郎

上告人番号
－

．1

R3．1．12 不受理宇賀克也前田志織 令2年(受)第1250号第3小法廷 |■ ■2

不受理前田志織 令2年(受)第1415号宇賀克也第3小法廷 R3．1･12 □ □3

R3.･1.12 1不受理4 1第3小法廷宮崎裕子 ｜神谷厚毅 号
号
７
３
８
９
４
４

１
１
第
第
１
ｊ
受
受
く
く
年
年
２
２

〈
祠
《
わ

□｜□

不受理宇賀克也 森川さっき第3小法廷 R3･1．12 ■ □5

》
｜
》
｜
》

Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
坤
帥
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
や
Ｉ

6

7

8

□
｜
□
｜
□

宇賀克也

戸倉三郎

林景一

斗谷匡志 令2年(受)第1529号第3小法廷

第3小法廷

第3小法廷

R3･1｡12

R3．1 ．12

R3．1．1･2

□
｜
□
｜
□

前田志織

十井文美

号
号
号

４

６

釧

函
繩
一
幅

第
第
第

〕
ｊ
ｊ

受
受
受

く
く
く

年
年
年

２
２
２

今
わ
く
祠
〈
わ

峠
一一－

不受理山本拓第3小法廷 宮崎裕子 R3．1 ．12 |■ ■’9

R3.1"12 不受理10 第3小法廷|林道晴 荒谷謙介令2年(受)第1595号 □｜□

不受理前田志織 令2年(受)第1623号宇賀克也第3小法廷 R3･1．12 □ ■11

－通1第訶､法廷|戸倉三郎
』

R3･1．12 1不受理雷
一
乖
一
評
一
癖

廻
一
錆
一
儒
一
癖

号
号
号
号
号

４
０
５
０
５

４
４
４
７
９

６
２
２
４
４

１
１
１
１
１

第
第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受
受

頚

銅

郵

銅

郵

今
祠
容
祠
〈
洞
《
祠
《
洞

不受理池上政幸第1小法廷 R3．1．14 ■13

14第1小法廷'4第'小法廷 不受理

不受理

|山口厚
151第1小法廷|山口厚

R3‐1口14

R3･1･14

岸 不受理本條裕木澤克之

木澤克之

廷
廷
法
法
小
小
１
１
第
第

R3．1･14 ■■16

R3･1．14 不受理貝阿彌亮

船所寛生

宮崎朋紀

土井文美

舟橋伸行
〆

鷹野旭

目
宮
口
言

９
５
０
４
５
５

１
１
第
第
』
ｊ
受
受
く
く
年
年
２
２

今
Ｔ
今
や

□｜□７
８
９
０
１
２

１
１

１
２
２
２

不受理第1小法廷 木澤克之 R3．1．14 ■ ■

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

裕
準
一
璋
一
峠
§
｜
詫
誹
一
睡

峨
一
控
一
甦
一
越
一
罐
一
筆

筆

令2年(受)第1554号第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第1小法廷

第2小法廷

第2小法廷

R3"1･14

R3･1．14

R3．1．14

R3･1･14

R3p1bl4

R3さ1．15

R3．1．15

ロ
ー
□
｜
□
□
｜
□
｜
□
｜
□

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

～

一‐

ﾛ ■ へ ■■一

小金井市

'

号
号
号

５
７
１

５
５
６

７
３
６

１
１
１

嶢

壌

鶴

受
受
受
く
く

年
年
年

２
２
２

今
祠
〈
わ
く
祠

L－

'1
号
号
号

１
２
７

９
２
５

識
￥
一
筆
一
畢

錘

禄

隷

年
．
年
年

く
く
く

割

一

噸

癖

曇
唾
一
蹄

23

24

25

L－
L－

国



へ

日付： ．令和3年3月4日

ページ； 2/6
既済事件一覧表 集計期間 令和3年1月1日～ 令和3年1月31日

二

＝＝＝＝＝

事件番号 被上告人 終局区分

不受理

憲法少数

□□

番号 法廷 ‘主任裁判官主任鯛査官
26 1第2小法廷|岡村和美舟橋伸行

上告人 備考 上告受理！ 終局日
IR3．1．15令2年(受)第1481号

第2小法廷 菅野博之 高瀬保守

舟橋伸行

令2年(受)第1546号 不受理R3．1．1527 ■| ｜ |■

｜
□
｜
口
一
□

８
９
０

’
２
２
３

第2小法廷草野耕一舟橋伸行

第2小法廷草野耕一大竹敬人

第2小法廷草野耕一大竹敬人

草野耕一

草野耕一 ｜大竹敬人

号
号
５
８
５
６
５
５
第
第
１
１
受
受
く
く
年
年
２
２

今
祠
《
祠

不受理

不受理

R3．1息･15

R3．1．15

R3｡1･15

□
｜
□

’
深山卓也． 野中伸子

令2年(受)第1615号

平31年(受)第427号

不受理

判決(破棄･差戻）

□

□|R2･9･28

順壺5
1

第1小法廷31 R3．1．18 ■’

R3･1?18 1判決(破棄･差戻） □｜□第1小法廷|深山卓也
第3小法廷|宇賀克也宇賀克也

蝪

媚

２
６
４
１
第
第

ｊ

‐

ｊ

受
受

く

く

年
年一元

３平
令

野中伸子32

大竹敬人 不受理R3-1．19 ■ □33

6

宇賀克也 大竹敬人 令元年(受)第1641号 不受理第3小法廷 R3｡1pl934 |■ □

’
第3小法廷 宇賀克也 大竹敬人 l令元年〈受)第1647号 不受理

不受理

R3．1P1935 □ □

宇賀克也 大竹敬人 令元年(受)第1648号36 1第3小法廷|宇賀j
・ I 、

37第3小法廷林景一

R3.．1．19 □□

号
号
５
９
３
８
６
９
第
第
〕
ｊ
受
受
く
く
年
年
謹
讓

逸
秀
卓
尚
川
原
小
家 令2年(受)第989号

不受理R3．1．19 □□

第3小法廷 宮崎-裕子 不受理R3･1．1938 □ □

宇賀克也

宮崎裕子

船所寛生

船所寛生

号
号
号
号
・
号

８
８
〃
１

２

９

０
５
５
５
．
９

２
２
４

４
４

１
１
１
１
１

第
第
第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

侵
暖
侵
侵
侵

奔
奔
奔
奔
奔

〈
祠
《
洞
今
覗
く
洞
今
詞

第3小法廷

第3小法廷

R3．1．19

R3qlo19

狛
一
棚

□
｜
□

□

□

□

□

｜
□
｜
□

□

□

堂

堀内元城

堀内元城

川崎直也

不受理壺
一
龍

郎
一
郎

一
一
一
。
一
一
一

41第3小法廷

42 1第3小法廷

R3．1．19

R3．1．19

R3o1･19

R3｡1．19

R3．1．19

尋
。
｜
■

不受理

不受理43 1第3小法廷林道晴
一丘.でr

和久－彦 令2年(受)第1586号 不受理

不受理

不受理

44第3小法廷戸倉三郎

45第3小法廷|戸倉三郎
46第3小法廷|宮崎裕子

47第3小法廷林景－

48第3小法廷宮崎裕子

廷廷
法法

小小
３３

第第
６７４４

46

■
｜
｜
□
｜
｜
■

□
｜
口
一
□□

三
口

器
》

年
年

〈
祠
く
わ

第
第

く
く
受
受

ｊ
ｊ

２
２

１

１

認

鋳
一
蝦
一
癖

嘘
一
簔
一
認

蹄

R3．1･19

l

l
h

号
号

６

０

４
５

６

６

１
１
第
第
〕
ｊ
受
受
く
く
年
年
２
２

《
わ
く
洞

不受理

不受理

不受理

R3｡1．19

R3．1･19

R3．1･19

□
｜
□
□

□

□
｜
□

」
Ｉ 韓

鋸宮崎裕子 ｜鷹野旭 ､ ｜令2年(受)第1675号廷
一
廷

法

法

小
小
３
３
第
第

９
－
０

４
’
５ 令2年(受)第1678号 不受理池原桃子戸倉三郎 R3．1｡19 ■ □

国･

国

|国
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日付：令和3年3月4日

ページ： 3/6
既済事件一覧表 集計期間 令和3年1月1日～ 令和3年1月31日

上告受理 終局日 終局区分

R3｡1.2! i不受理
R3.1.21 不受理 ．

R3．1･21 |不受理
R3｡1．21 不受理

番号 法廷 ｜主任裁判官’主任鯛査官
51第1小法廷 小池裕 ｜斗谷匡志5’第1小法廷 小池裕

霊

糖

被上告人 ｜ 備考 鐘
一
口
言
旦
０
百

事件番号 垂
□
｜
□
｜
□
｜
□

上告人

ト

52第1小法廷|池上政幸
曙
需
娼
唱
娼
唱
唱

畑
一
睡
魎
・
唖
蠅
妬
叩

麓
環
壌
鶴
壌
境
鶴

侵
侵
侵

躍
侵
侵
侵

年
年
年
年
年
年
年

２
２
２
２
２
２
２

〈
祠
〈
わ
《
や
く
わ
《
わ
く
わ
く
詞

一
諦
一
華

一
塞
一
魂
一
率
一
季

一
轆
》
｜
蹄

癖
｜
繩
一
一
群
一
割

I

53 1第1小法廷|木澤克之
54 第1小法廷 小池裕

深山卓也堀内元城第1小法廷 不受理

不受理

55 R3．1．21

法廷
廷
廷

謝
罪
一
》

小６
７
８

５
５
５

木澤克之

木澤克之

山口厚

深山卓也

山口厚

R3･1 ．21

不受理

不受理

R3．1 ．21

R3．1 ．21

□
｜
旧

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

令2年(受)第1413号魂
毒
一
諺

蠅

一
癖
一
“

｜
□
｜
□
｜
□

廷
廷
法
法
小
小

１
１
第
第

|国|国号
号
９
６
５
３
４
５

１
１
第
第
１
ｊ
受
受
く
く
年
年
２
２

〈
洞
《
祠

不受理

不受理

不受理

弱
一
卵
一
剛

R3．1｡21

R3･1．21

R3=1．21

国立大学法人京都犬学国立大学法人京都犬学

唾
一
唾

４
４
１
１
第
第

小池裕 神谷厚毅

深山卓也鷹野旭

小池裕 ‘土井文美

深山卓也

準

》

令2年(受)第1587号

令2年(受)第1598号 □
｜
□
□
｜
口
一
口
一
口
言
□
｜
口
一
□
｜
ロ
ヨ

ロ
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
ロ
ー
□
’

□｜|■ R3｡1･21- 不受理R3．1･2162

怖
一
錘
一
識
一
癖
一
準
一
蹄
一
蹄
認
一
建
一
識
認
一
嬬

寛生

63第1小法廷

64第1小法廷

65第1小法廷

66第1小法廷

67第1小法廷

68 勇河琵廷

69第1小法廷

，70第3小法廷

71第2小法廷

第3小法廷

第2小法廷

令2年(受)第1608号

令2年(受)第1629号

令2年(受)第1648号

令2年(受)第1666号

令2年(受)第1687号

令2年(受)第1690号

令2年(受)第1701号

令元年(受)第861号

令2年(受)第918号

令2年(受)第1290号

令2年(受)第1338号

令2年(受)第1359号

令2年(受)第1439号

癖
一
却

細
一
謡
一

》
｜
搾
一
縮

幅
一
鞆
一
群
一
癖
鱸

船所

不受理R3｡1．21

R3．1．21

R3．1．21

R3．1．21

R3．1 ･21

R3．1.．21

R3．1"21

R3．1．22

R3．1．22

山口厚

山口厚

山口一厚

木澤克之

山口厚

山口厚

林景一

岡村和美

不受理

不受理’
不受理

不受理

不受理

不受理

判決(破棄｡自判）

不受理

’

R2･11．10

草野耕一第2小法廷 不受理72 R3．1．22 □ □

｜
嘩
一
睦
一
守

73第2小法廷|菅野
､74第2小法廷菅野

75第2小法廷三浦

76第2小法廷|菅野
77第2小法廷 岡村

廷廷廷
法法法

トト仇ノ１Ｊ２２２．
第一第第

菅野

》
｜
唾
鐸
｜
》
》

R3．1．22

R3･1．22

R3．1．22

R3p1｡22

R3画1･22

□□

□□

’ □□

□| □
□□

’
一

帳
一
砿

第
第
函
函
年
年
２
２

〈
祠
《
祠

志村由貴

斗谷匡志

博之

岡村和美

国．

有田市



日付；令和3年3月4日

ページ： 4/6
既済事件一覧表 集計期間 令和3年1月1日～ 令和3年1月31日

上告受理 終局区分

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

憲法少数

□□

□□

□□

□1口

法廷 主任裁判官主任鯛査官． 事件番号

第2小法廷|三浦守 中野琢郎 ｜令2年(受)第1551
第2小法廷|三浦守 中野琢郎 ｜令2年(受)第1552

第
１ｊ
侵侵

年年
２２

〈祠〈祠

守守
浦浦

一一一一一一

中野琢郎

中野琢郎

備考 終局日

R3．1･22.

R3．1．22

R3･1．22

R3-1-22

R3．1．22

R3･1．22

R3-1．22

R3．1．22

卜舎人． ， 被上告人
｜
氾
氾
師
馴
一
理
的

号番
巨
万

巨
言

５
５
５
５
１
２

１
１

第

菅野博之

三浦守

巨
万
回
言

諦
一
諦

受
受
年
年

〈
祠
今
市

〕
ｊ

く
く

２
２

青森県神谷厚毅

斗谷匡志

誕
一
錘

小
小
２
２
第
第

第2小法廷

第2小法廷

’菅野博之
岡村和美

国
呑
口
言

０
６
０
０
６
６

１
１
第
第
ｊ
ｊ
受
受
く
く
年
年
２
２

《
洞
〈
祠

鷹野旭．

舟橋伸行

土井文美

中野琢郎

□
□
□
｜
□

□
□
□
｜
□

齢
罰
蕾
一
蓋

廷
廷
廷
廷

法
法
法
法

小
小
・
小
小

２
２
３
３

第
第
第
第

守
一
守
一
趣

令2年(受)第1661号

令2年(受)第1673号

令元年(受)第984号

叫
一
閉
一
齢 判決(棄却･弁論なし）土井文美 R3．1．12 R3．1．26 □□

I

|■

C－－

l

土井文美 令2年(受)第720号 不受理克也 R3･1．2687 □ □

881第3小法廷|戸倉三郎 笹本哲朗令2年(受)第1377号 R3.1 ･26 1不受理 □□

89 第3小法廷|宇賀克也 堀内元城 碍
褐
喝
得
得

６

７
９
９
７

１
１
１
１
１

５
５
５
５
６

第
第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受
受

く
く
く
く
く

奔
奔
群

存
拝

《
わ
く
わ
《
而
呑
而
今
洞

不受理R3．1626 □□

90第3小法廷林道晴 ’本
一
所

笹
船

認
一
甦
一
毒
一
準 文美

R3｡1．26 1不受理 □｜□

不受理

不受理

宇賀克也91第3小法廷 R3．1．26 ■’ ■’

92 '第3小法廷|林道晴 準
一
錨 土井

R3．1･26

R3｡1･26

R3｡1o26

R3・1･26

R3．1･27

■
二
□
｜
□
｜
口
二
■

□
｜
ロ
ー
□
｜
□
｜
□

不受理

不受理

不受理

不受理

晴
晴
道
道

林

林

廷
廷
法
法
小
小
３
３
第
第

３
４
９
９ 土井文美 唱

鍔
号
得

０
０
５
８

７
７
７
２

函

》

》

》

》

》

》

判

95 1第3小法廷|宮崎裕子
96 1第2小法廷 草野耕一

士
心

旭
匡
野
谷

鷹
・
斗 ’

不受理宮崎朋紀深山卓也第1小法廷 R3．1．2897 ■ ■

R3.1.28 '不受理深山趣l宮崎朋紀
深山卓也 l宮崎朋紀

軸

平31年(受)第282号

平31年(受)第283号

平31年(受)第284号

平31年(受)第285号

平31年(受)第286号

平31年(受)第287号

98 第1小法廷 □｜□

不受理

一
鞄
軸

山
山
山

深
深
深

廷

廷

廷

法
法
法

小
小
小

１
１
１

第
一
第
第

９
．
０
１

９
０
０

R3．1 ．28 □ □

■
■
■

斗
口
一
□
｜
□
｜
□
’

鍋
誠
一
鋼
一
調

癖
一
癖
一
癖

一癖

不受理

不受理

R3．1 ．28

R3o1o28

R3｡1．28

R3･1．28

□
｜
□

不受理

不受理

深山卓也

深山卓也

第1小法廷

第1小法廷

102 ■
｜
｜
□103

神戸市

国



日付：令和3年3月4日

ページ： ′ ・5/6既済事件一覧表 集計期間 令和3年1月1日～ 令和3年1月31日

垂
□
｜
□
｜
□
｜
口
一
□
｜
□
｜
□

坐
□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
ロ
ー
□
｜
□

上告人 被上告人 ｜ 備考 上告受理終局日 終局区分

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

法廷 主任裁判官主任圃査官

第1小法廷|深山卓也 宮崎朋紀

事件番号

平31年(受)第288号

番号

104

1 105

106

107

－

108
－

109

R3．1？28

R3．1･．28

R3．1･28

R3．1 ．28

三国 ■■■宮崎朋紀

家原尚秀

家原尚秀

貝阿彌亮

》
｜
碍
一
砿
峠

》
騨

瀧
麗

ｌ
受
受
受

拝
電
瑠
璃

３
２
２
２

平

令

令

令

第'小法廷|深山卓也
第1小法廷'池上政幸

之

雌

霊

小
木
廷
廷
法
法
小
小
１
１
第
第 R3．1．28

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

己
石
口
言
巨
言

８
３
２

３
５
２

５
５
６

１

１

１

第
第
第

ｊ
ｊ
ｊ

》
‐
》

》

２
２
２

今
祠
今
祠
〈
わ

R3･1･28

R3．1 ．28

R3．1･28

R3･1・28

R3･1･28

R3．1｡28

斗谷匡志

本條裕

廷
一
廷

法
法
小
小
１
１
第
第

深山卓也

深山卓也110

□□中野琢郎
’'↑ '第'小法廷|木澤寛之
112第1小法廷小池裕

一
議

号
号
号
号
号
号

５
１
６
５
０
３

３
４
７
９
３
４

６
６
６
６
７
７

１
１
１
１
１
１

第
第
第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

受
受
受
受
受
受

く
く
く
◆
く
・
く
く

年
年
年
年
年
年

２
２
２
２
２
２

令
令
令
一
令
ゞ
令
令

口
一
□

□
｜
□
｜
□

□

□

｜

口

一

□

｜□

蹄

雰

癖
一
割
，
｜
”
一
一
割

割

森川

船所

蹄
一
癖
一
塞
一
》

壁
一
霊

さっき

寛生

深山卓也野中伸子

山口厚 船所寛生
’'3 1第'小法廷
114第1小法廷

不受理

不受理

R3．1．28

R3･1．28

第1小法廷

第1小法廷

小池裕５
６
１
１

１
１ 小池裕

不受理R3．1 ．28

R3．1｡28

深山卓也森川さっき □ ■第1小法廷117

不受理さつき 令2年(受)第1753号
卓逸 ｜令2年(受)第782号

池上政幸廷
廷
法
法
小
小
１
２
第
第

□｜□118

不受理R3･1．29小川卓逸 □三浦守 □119

不受理

不受理

不受理

不受理

不受理

R3．1．29

R3．1．29

R3･1．29

R3．1．29

R3．1．29

儒
一
轆
一
識
一
醸
一
準

号
号
０
６
０
９
２
４
１
１
第
第
〕
ｊ
受
受
く
ｌ

年

年

２
２

《
祠
〈
洞

’ ’20第2小法廷三浦守
121第2小法廷菅野博之

122第2小法廷草野.耕一

123第2小法廷|菅野博之

124第2小法廷草野耕二

廷廷廷
法法法

小小小
２２２

第第第

霊一筆一語

一唾唾》

川川川２２２
第第第

博之

耕－

博之

露
一

識

蠅

一

擁

一

群

□
｜
ロ
ー
□
｜
□

｜
□

□
｜
□
｜
□
｜
□
｜
□

目
』

令2年(受)第1507号

’》

》

詞
詞

年
年

〈
祠
・
今
詞

受
受
く
く

７
ｊ

２
２

’

不受理森川さっき 号

号

号

号
号

０
７

１
６
７

７
７

８
９
０

６
６
６
６
７

１
１

１
１
１

第
第
第
第
第

〕
ｊ
ｊ
Ｊ
１

受
受
受
受
受

ｌ
く
く
軍
琿

》
》
》
｜
隷

謎

行
き
Ｉ

きゃ
旭
伸
鍾
罪

川
野
橋
川
野

森
鷹
舟
一
森
中 令2年(受)第1707号

R3．1．29第2小法廷岡村和美 ■ □125

不受理

不受理

R3．1．29草野耕一

草野耕一

第2小法廷 ■ □126

’

127 第2小法廷草野耕一

128 1第2小法廷菅野博之

129 1第2小法廷岡村和美

L－_
R3．1．29

四
但
旧

□
｜
□
｜
□

I

不受理

不受理

R3．1．29

R3．1．29

国

島根県

高梁市



日付：令和3年3月4日

ページ： 6/6既済事件一覧表 集計期間 令和3年1月1日． ～ 令和3年1月31日

終局区分 憲法少数

禾蔓重了 I□□
不受理 □□

｜□□不受理．

不受理 □□

理理
受受

不不

□□

備考 上告受理終局日番号 法廷 I主任裁判官主任胴査官 事件番号
130第2小法廷草野耕一佐藤政達 ′|令2年(受)第1710号

131第2小法廷|菅野博之 野中伸子 ｜令2年(受)第1719号

132第2小法廷岡村和美士井文美 ｜令2年(受)第1739号
133第2小法廷三浦守 鷹野旭 令2年(受)第1741号

言目盲臣
９９３１７７１１

第第』ｊ
受受

くく
年年

２２
《祠今祠

131 1第2小法廷

132第2小法廷

菅野博之

岡村和美

被上告人上告人

愛知県公立大学法人 ９
９
２
２

３
３
Ｒ
Ｒ

R3．1．29

R3．1．29|’


